
返戻金制度 

 

応募者が求人企業に入社後、明らかに当該応募者の責任により解雇されるに至った場合、又

は当該応募者が自己都合によって退職した場合、当社は受領したサービス利用料の一部を

以下の要領で甲に返還するものとする。 

 

入社日より採用者が 30 日以内に退社等をした場合：サービス利用料の 80％を返還する 

入社日より採用者が 60 日以内に退社等をした場合：サービス利用料の 50％を返還する 

入社日より採用者が 90 日以内に退社等をした場合：サービス利用料の 20％を返還する 

 


